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検討事項

端末設備等規則への要件追加
• アクセス制御機能、ID・パスワードの適切な設定に関する機能
• インタフェース無効化機能
• ファームウェア更新機能
⇒ 第三十四条の十に記載のセキュリティ要件に関する内容の見直し（現行の規定についてはP.2参照）

下記2つに分類し、それぞれについて内部で検討を実施
１．現行の規定で記載がない項目（上記2つ目の機能）
２．現行の規定に記載はあるが、細かい条件がない項目（上記1つ目と3つ目の機能）
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参考）現行の規則のセキュリティ要件の規定
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意見

要件が規則にない部分については追加すべきだが、細かい要件の定義まではすべきではない。
（運用で対応とし、都度規則の見直しを行わない方がよいと考える）
• インタフェース無効化機能については、規則に追記
• 既に存在しているアクセス制御機能、ID・パスワードの適切な設定に関する機能、ファームウェア更新機能については、規則
に記載されているため、規則の変更は行わない。
 新規に追加するインタフェース無効化機能含め、具体的な要件については、規則への記載は行わず、ガイドライン（認定機関向けのガイドラインを想定）
に記載。
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